
提

出

者

中

根

康

浩

平
成
十
六
年
十
月
十
二
日
提
出

質

問

第

一

三

号

障
害
者
雇
用
促
進
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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障
害
者
雇
用
促
進
に
関
す
る
質
問
主
意
書

障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
個
性
や
能
力
に
応
じ
て
就
労
し
、
就
労
を
通
じ
て
自
己
実
現
や
社
会
参
画
を
果
た
し
、
納
税

し
、
社
会
の
支
え
に
な
れ
る
よ
う
な
政
策
、
制
度
が
必
要
で
あ
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

（
�
）

障
害
者
法
定
雇
用
率
未
達
成
の
事
業
所
か
ら
徴
収
す
る
障
害
者
雇
用
納
付
金
を
、
こ
れ
ま
で
の
「
障
害
者
職
業
能
力

開
発
施
設
」
や
「
障
害
者
雇
用
調
整
金
」
「
報
奨
金
」
「
助
成
金
」
な
ど
に
加
え
て
「
福
祉
工
場
」
「
授
産
施
設
」

「
小
規
模
作
業
所
」
な
ど
へ
の
運
営
費
支
援
と
し
て
活
用
で
き
な
い
か
、
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

前
記
の
よ
う
な
各
種
障
害
者
雇
用
対
策
が
ペ
ナ
ル
テ
ィ
と
し
て
の
障
害
者
雇
用
納
付
金
を
財
源
と
し
て
い
る
こ
と

で
、
か
え
っ
て
障
害
者
法
定
雇
用
率
の
未
達
成
を
容
認
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
は
い
な
い
の
か
、
に
つ
い
て
政
府
の

見
解
を
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

過
去
に
一
度
も
達
成
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
「
法
定
雇
用
率
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
の
か
、
に
つ
い
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


